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新たな事業類型（運営権活用型）に関する論点について（案） 
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（１）運営権対価に着目したＶＦＭの考え方について 

・運営権活用型事業は、運営権を民間事業者に設定することによ

り、安定的で自由度の高い運営を可能にし、利用者ニーズを反

映した質の高いサービスを提供すること等を目的とするもの。 

・一般に、事業の価値は運営権対価として測定されるが、その一

方で、運営権対価がゼロまたはマイナスとなるケースも今後想

定される。 

・ただし、運営権対価がゼロまたはマイナスとなるケースにおい

ても効率的・効果的な運営による収入の増加が期待できる場合

があり、運営権対価がプラスとなるケースと同様に収入と支出

とを考慮したＶＦＭによる定量的な効果測定が可能。 

・以上を踏まえると、運営権活用型事業においても他の類型と同

様、ＶＦＭの算定に一定の意義があるものと考えられる。 

・ここでは、運営権対価に着目したＶＦＭの考え方の整理を想定

（資料３２．）。 

資料２ 
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①運営権対価に着目したＶＦＭの考え方 

 運営権対価がプラス、ゼロ及びマイナスとなる場合のＶＦＭ

はどのように考えられるか。 

 

 

（２）ＶＦＭ算定にあたっての留意事項について 

・運営権活用型事業におけるＶＦＭ算定にあたっての留意事項と

して、「需要変動リスク」及び「サービスの価値の向上」に関す

る整理を想定（資料３３．）。 

 

①需要変動リスクについて 

 需要変動リスクという観点から、運営権活用型事業に適・不

適の事業としてどのような内容が考えられるか。また、事前

及び事後ＶＦＭにおける需要予測等の扱い方について留意

すべき事項がないか。 

 

②「サービスの価値の向上」について 

 運営権活用型事業における「サービスの価値の向上」につい

て、どのような内容が考えられるか。 

 


